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 私たち富士通グループの環境活動は「自然と共生するものづくり」を原点として創業以来、経営者、従

業員によって受け継がれてきました。最高のテクノロジーがあっても、それを使って製品、ソフトウェア・

サービスを提供する私たちに環境に対する思いがなければ、地球環境に対して大きな負荷を与えることに

なります。そこで私たちは、製品のライフサイクル全般にわたって、「営業」「プラットフォーム」「ソフト・

サービス」「電子デバイス」の４グループのバリューチェーンで培ったＩＴを活かし、グループ内、お客さ

まはもとより、地球全体の環境保全活動に取り組んでいます。 

これら富士通グループ全体の活動ビジョンを具体化するために「環境行動計画」を策定し、それに基づく

活動を行っています。 「環境行動計画」の中では、グリーンプロダクトとソリューションの提供による

顧客満足の向上という視点から更なる「グリーン調達」の推進を重要なミッションと捉え、お取引先の協

力を得ながら活動を進めたいと考えております。 

 これまでお取引先からの購入品につきましては「富士通グループ グリーン調達基準（2003 年 10 月 28

日(第 2.1 版)」にて、部材・部品等の有形製品を中心に環境マネジメントシステムの構築及び化学物質の

含有規制を含む製品環境アセスメントをお願いしてまいりました。 

 今般、企業の社会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility）、特に企業の環境保全に対する経営

姿勢への関心が高まる中、富士通グループでは、活動範囲を拡大し、すべての事業領域で環境活動を実施

していくことにいたしました。グリーン調達においても、設備やソフト・サービス等を含むすべての製品

を対象として、環境マネジメントシステムが構築されたお取引先からの調達を推進してまいります。 

また、製品に含有する化学物質に関しては、ＥＵ（欧州連合）加盟国による、特定有害物質の使用制限

指令（ＲｏＨＳ指令）への対応として、有害物質含有の定義について一部見直しを行い、富士通グループ

としての見解を明示する必要があることから、ここに「グリーン調達基準」を改定いたしました。 

 今後、富士通グループでは、本「グリーン調達基準」に基づき、環境負荷低減活動を積極的に推進する

お取引先から環境負荷の少ない製品（材料、部品、ユニット、付属品や包装材、設備等）および、ソフト・

サービスの調達を推進いたします。お取引先の一層のご理解と、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し

上げます。 

 

１．はじめに 
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富士通グループは、２００２年１０月「環境方針」を制定し、この方針を基本に環境保全に取り組ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 念 

富士通グループは、環境保全への取り組みが重要な経営課題であると認識し、ＩＴ企業としてそ

の持てるテクノロジーと創造力を活かし、社会の持続可能な発展に貢献します。また、事業活動

にかかわる環境法や環境上の規範を遵守するにとどまらず、自主的な環境保全活動に努めます。

さらに、豊かな自然を次の世代に残すことができるよう、すべての組織と一人ひとりの行動によ

り先行した取り組みを継続して追求していきます。 

行動指針 

 製品のライフサイクルを通じ、すべての段階において環境負荷を低減する。 

 省エネルギー、省資源および３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を強化したトップ

ランナー製品を創出する。 

 有害な化学物質や廃棄物などによる自然環境の汚染と健康被害につながる環境リスクを予

防する。 

 ＩＴ製品とソリューションを通じ、お客さまや社会の環境負荷低減と環境効率の向上に貢献

する。 

 環境に関する事業活動、製品およびサービスについての情報を開示し、それに対するフィー

ドバックにより自らを認識し、これを環境活動の改善に活かす。 

 従業員一人ひとりは、それぞれの業務と市民としての立場を通じて環境の改善に努める。

２．富士通グループ環境方針 



４ 

 

 

1. 目的 
富士通グループは、「グリーンポリシー２１－すべてをグリーンにします」のコンセプトのもと、あ

らゆる事業領域で環境活動を行っており、その一環として環境負荷の少ない製品（材料、部品、ユニ

ット、付属品や包装材、設備、ソフト・サービス等 以下納入品という）の調達を推進します。 

本調達基準では、グリーン調達に関する富士通グループの基本的な考え方や、お取引先にお願いする

具体的内容について示しております。 

富士通グループは、本調達基準に基づいてお取引先と環境保全活動に関する問題の共有化と、相互協

力を行い地球環境保全活動に取り組んでまいります。 

 

2. 適用範囲 
本調達基準は、富士通グループ（*1）共通の基準として制定し、グループ各社がお取引先から調達させ

ていただく、すべての納入品の調達に適用します。 

尚、グループ各社の事業形態によっては個別に基準を提示する場合もありますが、ご対応いただきま

すようお願いいたします。 

(*1)富士通グループとは、表-4 に示す当社関係関連会社です。 

 

3. お取引先に求めるグリーン調達の要件 
 富士通グループでは、グリーン調達の推進にあたって以下の内容を満足したお取引先からの調達を

要件としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．富士通グループ グリーン調達基準について

① 環境保全活動を積極的に推進している 

   お取引先からの調達 

② 環境負荷が少なく指定有害物質を含まな

   い納入品（材料・部品・ユニット・付属

   品や包装材・設備等）の調達 

富士通グループ 

グリーン調達の要件 

当社グループは、環境保全活動が継続的に
推進できる仕組み（環境マネジメントシス
テム）が構築されているお取引先からの調
達を推進します。 

当社グループは、本調達基準で定める指定
有害物質の規制を含む製品環境アセスメン
トにご協力いただいているお取引先からの
調達を推進します。 
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1. 環境マネジメントシステムの構築 
環境マネジメントシステム（以下、ＥＭＳ: Environmental Management System）の構築については、

国際規格 ISO14001 等の第三者認証取得を原則としますが、対象領域の拡大にともない、新たにレベ

ルⅠを策定し、下記のとおり 3つのレベルを設定いたしました。 

【ＥＭＳ構築のレベル】 

・レベルⅢ： ＩＳＯ１４００１などの第三者認証の取得(ｴｺｱｸｼｮﾝ 21、ｴｺｽﾃｰｼﾞ等含む) 

・レベルⅡ： 富士通グループ環境マネジメントシステム(ＦＪＥＭＳ)の認証取得 

・レベルⅠ： 環境保全活動の自己チェックと行動目標の設定（調査票による適合確認）    

 

レベルⅢの構築において、短期間での取得が困難なお取引先は、取得までの間に限り、レベルⅡの

富士通グループ環境マネジメントシステム(以下、ＦＪＥＭＳと略)の構築・運用をお願いいたします。 

さらに、環境保全活動がこれからのお取引先においても、ＥＭＳ構築の原点となる「環境に対する意

識」を啓発していただくツールとしてレベルⅠを設定いたしました。なお、レベルⅠ構築後は早期に

レベルⅢへのステップアップをお願いしたく存じます。 

また、お取引先独自で構築されておりますＥＭＳの場合は、ＦＪＥＭＳでの要求内容と整合性を確

認させていただきますので、当社からの提出要求がありましたら関係書類の提出をお願いいたします。 

 なお、お取引先での第三者認証機関による認証取得へのステップアップとして、ＦＪＥＭＳでの要

求内容は必要に応じて見直させていただきますのでご対応をお願いいたします。 

 

全領域に拡大

・部品
・材料
・ユニット
・装置

・ｿﾌﾄｻｰﾋﾞｽ
・設備
・工事､保守他

対象領域 ＥＭＳ構築のレベル

従
来

改
定
後

レベルⅢ
ＩＳＯ14001などの
第三者認証取得

レベルⅡ
富士通環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
の運用（*ＦＪＥＭＳ）

レベルⅠ
環境保全活動の自己チェックと

行動目標の設定

ＩＳＯ14001の基本要

素に絞込み、ＰＤＣＡ
を回す事によって環
境保全活動が根付
くことを主眼

環境影響に
対する自己認
識と改善の動
機付けを主眼

従
来

原則、レベルⅢを求めるが、
お取引先の状況に応じた
ＥＭＳの構築・運用を推進

改
定
後

*FJEMS：Fujitsu group environmental management system

グリｰン調達におけるEMS構築

•上記レベルのいづれかに適合することが必須要件

４．お取引先への要求事項 
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環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）のレベルと要求内容 

 

ISO14001 要求事項 ﾚﾍﾞﾙⅢ ﾚﾍﾞﾙⅡ ﾚﾍﾞﾙⅠ 主な要求内容 

4.1 一般要求事項 ○    

4.2 環境方針 ○ ○ 
 環境方針が最高責任者により作成

されていること 

4.3.1 環境側面 ○ ○ ○ 

貴社の事業活動の中で、環境に関わ

りがある要素の洗い出し並びに、対

応した環境負荷の抽出が行われて

いること 

4.3.2 法的及びその他の要求 

    事項 
○  

  

4.3.3 目的及び目標 ○ ○ ○ 
環境目的及び目標が作成されてい

ること 

4.3.4 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ○    

4.4.1 体制及び責任 ○ ○  ○ 

環境活動の最高責任者、管理責任者

並びに活動組織が定められている

こと 

4.4.2 訓練、自覚及び能力 ○    

4.4.3 コミュニケーション ○    

4.4.4 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ文書 ○    

4.4.5 文書管理 ○    

4.4.6 運用管理 ○    

4.5.1 監視及び測定 ○ ○ 
 環境目的及び目標に対し、達成状況

を定期的に確認していること 

4.5.2 不適合並びに是正及び 

予防措置  
○  

  

4.5.3 記録 ○    

4.5.4 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ監査 ○    

4.6 経営層による見直し ○ ○ 

 環境活動の最高責任者により、活動

結果が見直され、次の活動にフィー

ドバックしていること 

注)レベルⅢ：ＩＳＯ１４００１での要求事項、レベルⅡ：ＦＪＥＭＳでの要求事項 
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2. 指定有害物質への対応 
2.1 指定有害物質の規制 

納入品は、次の各項に掲げる指定有害物質規制を遵守していること。 

なお、指定有害物質の非含有管理に関する基本的な考え方は「富士通グループ 指定有害物質の

非含有管理に関する指針」を参照下さい。 

  

1） 含有禁止物質 

納入品への含有を禁止する化学物質。（詳細は表-１参照） 

 

2） 製造時使用禁止物質（オゾン層破壊物質） 

納入品の製造工程で使用を禁止する化学物質。（詳細は表-２参照） 

 

3） 含有全廃物質 

納入品への含有を、今後、お取引先との協議によって期限を定めて禁止とする化学物質。 

（詳細は表-３参照） 

 

 

2.2 指定有害物質の含有 

含有の定義および例外は、以下の通りとする。 

なお、含有の定義および例外は、欧州ＲｏＨＳ指令の法制化動向等により、今後、見直すことが

ある。 

 

1） 含有の定義 

 含有とは、ⅰ)意図的に、指定有害物質を納入品に添加・混合すること、または、ⅱ)納入品の製

造工程中に、指定有害物質が納入品に付着・混入することをいう（指定有害物質が、未反応生成

物または、不純物*1として非意図的に納入品に含まれる場合は、含有とはならない）。 

 ただし、指定有害物質のうち下記の対象物質については、未反応生成物または、不純物として非

意図的に納入品の素材*2 に含まれる当該物質の含有濃度*3 が、下記に定める最大許容濃度を超え

る場合は、含有とする。 

 対象物質（群） 
最大許容濃度 

（不純物、未反応生成物に適用） 

鉛および鉛化合物 1,000ppm 

（塩化ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙのみ 300ppm） 

水銀および水銀化合物 1,000ppm 

ｶﾄﾞﾐｳﾑおよびｶﾄﾞﾐｳﾑ化合物 75ppm 

六価ｸﾛﾑ化合物 1,000ppm 

ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類（PBB 類） 1,000ppm 

 

材料 

部品 

ﾕﾆｯﾄ 

など 

ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ類（PBDE 類） 1,000ppm 

包装材 鉛、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、六価ｸﾛﾑ 合計 100ppm 

*1 不純物   ：天然原料中に含有され、工業材料として製造される過程で除去しきれない物質。 



８ 

*2 素材   ：特定の使用目的をもって特定の位置に配置・形成されており、使用目的を達成する上で 

       それ以上分割できない均一材料、または均一と見 なせ る複合材料。 

*3 含有濃度 ：素材に含まれる指定有害物質の質量を素材全体の質量で割ったもの。ただし、金属化合 

       物の場合は、対象金属成分のみの質量を素材全体の質量で割ったものとする。 

 

2） 含有の例外 

指定有害物質のうち、下記の対象物質が下記の用途で納入品に含まれる場合には、含有とはなら

ない。 

対象物質 例外となる用途 

鉛 高融点はんだ（鉛 85wt%を超える）に含まれる鉛 

CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスに含まれる鉛 

電子セラミック部品（誘電体、圧電素子等）に含まれる鉛 

鋼材に合金成分として含まれる最大 0.35wt%の鉛 

アルミ材に合金成分として含まれる最大 0.4wt%の鉛 

銅合金に合金成分として含まれる最大 4wt%の鉛 

水銀 小型蛍光灯に含まれる１本あたり 5mg 以下の水銀 

直管蛍光灯に含まれる１本あたり 10mg 以下の水銀 

小型蛍光灯、直管蛍光灯以外のランプに含まれる水銀 

カドミウム 高信頼を維持しなければならない電気接点への表面処理として使用

するカドミウム 

六価クロム 吸収冷凍庫における炭素鋼冷却装置の防錆剤としての六価クロム 
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3. 製品環境アセスメントの実施 
3.1 小型二次電池を使用している納入品への表示 

小型二次電池を使用している納入品は、資源有効利用促進法を遵守し、法で義務付けられたリサ

イクルマーク等を表示していること。 

 

〔備考：小型二次電池使用製品への表示〕 

 2001 年 4 月 1 日から施行された「資源の有効利用の促進に関する法律」（通称、資源有効利用促

進法）では、小型二次電池が「指定表示製品」「指定再資源化製品」として規定され、リサイク

ルマーク等の表示が義務付けられた。 

 資源有効利用促進法で定められた小型二次電池の種類 

・密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池 

・密閉型ニッケル・水素蓄電池 

・リチウム蓄電池 

・小型シール鉛蓄電池 

 

 

3.2 省エネルギー 

納入品は、動作時および待機時に消費電力を可能な限り削減するとともに、次の各項に掲げる基

準を遵守していること。 

 

1） 節電機能の保有 

単体で節電機能を持つことが可能な納入品は、主電源以外の箇所の消費電力を自動的に小さくす

る機能や、オペレータ操作やスケジュール機能によりシステムの一部を切り離して運転する等の

機能を保有していること。 

 

2） エネルギーの使用の合理化に関する法律の遵守 

納入品が法で定める特定機器に該当する場合は、次の基準を遵守していること。 

・法に基づき、エネルギー消費効率の表示を行っていること。 

・法で定めるエネルギー消費効率の目標基準に配慮し、目標の達成に努めていること。 

 

〔備考：エネルギーの使用の合理化に関する法律〕 

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（通称：省エネ法）は、国内外におけるエネルギー

をめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保を目的として、工場、建築物、

機械工具についてエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講じるこ

とを求めている。 

 エネルギーの徹底した使用合理化の推進が必要との判断から、1998 年 6 月 5日に改正され、自動

車の燃費基準や電気機器（家電・ＯＡ機器等）の省エネルギー基準を、各々の機器において、エ

ネルギーの消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にする

というトップランナー方式の考え方を導入し、併せて、担保措置が強化（現行の勧告に加え、勧


